
                                                                                   

平成２９年度食品１１０番受付状況について 

                               長崎県食品安全・消費生活課                           

 

県民の方からの食品表示全般及び食品衛生等に関する苦情・相談・照会を受け付け

る直通電話 食品 110 番（フリーダイヤル ０１２０－４９２５７４＜ショクジ

コナシ＞）を設置しています。 

平成２９年度の受付状況をお知らせします。 
 

 

１ 受付状況 

 

（１）情報提供件数 

１８件（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）  
 

食  品  分  類 

 

情     報     区     分 

食肉 

卵 
水産物 

野菜・

米果物 

 

 

果物 

加工品 
 

その他 合 計 表示 添加物 
異物 

混入 

健康 

不安 
その他 合 計 

１ ４ ３ ５ ５ １８ １０  ０ ２ ０ ６ １８ 

   

          

２ 主な情報提供及び対応内容 
 

疑 問 点 対応・処理内容 

○｢塩鮭切り身｣の原料原産地

表示について 

・店舗で販売されていた｢塩鮭

切り身｣の原料原産地が、プ

ライスラベルには「国内産」、

同ラベルの価格欄に｢インド

ネシア産｣と二重に表示され

ていた。 

 

(1)当課より｢塩鮭切り身｣を販売していた店舗の

表示責任者(店長)へ原料原産地の表示の確認

を行いました｡表示は商品のパック詰め作業時

にプライスラベルへ印字・印刷して商品へ貼

付しているが､今回の二重表示はプライスラベ

ルへ印字する際に間違えて印字した可能性が

高いとの説明を受けました｡ 

(2)表示責任者からの説明を受けた後､表示ミスを

なくすめに､①ラベルへ印字・印刷する際は表

示内容に間違いがないか表示内容の確認を行

うこと｡②表示内容のチェック体制を強化する

こと｡③従業員に対して①及び②について周知

徹底を図ることを指導しました｡ 

 

 

 

 

関 係 法 に よ る 分 類 

食品表示法 食品衛生法 景品表示法 その他 合 計 

１０ ２ １ ５ １８ 

結果 

調査 他県等への

情報回付 指導あり 指導なし 

４ １２ ２ 



○スーパーマーケットの惣菜

コーナーの｢ポテトサラダ｣

について 

(1)ポテトサラダが大好きで惣

菜コーナーでよく購入して

いるが、店舗で食品表示の

内容が違っている。店舗に

よって表示に差があるのは

何故か 

A 店では原材料の表示がさ

れていないが、B 店は商品

のトレーの裏面に原材料が

表示されているのは何故

か｡ 

(2)商品に食品添加物が表示さ

れていない、何故表示しな

いのか｡ 

(3)原材料名に括弧書きで（原

材料の一部に乳、卵、小麦を

含む）と表示されているが

何を表示しているのか｡ 

・通報された方に次のことを説明しました。 

(1)惣菜を店内で製造､販売する場合は原材料の表

示は省略することができますが､｢名称｣｢食品

添加物｣｢アレルギー表示｣｢消費・賞味期限｣

｢保存方法｣｢製造者｣の表示は必要です。A 店

のポテトサラダは店内で製造･販売されている

もの、B 店は仕入品と思われます｡（説明後､

通報者が B 店のポテトサラダを確認したとこ

ろ佐賀県の事業者が製造した商品でした｡） 

(2)食品表示の詳細を定める食品表示基準では食 

品の製造に使用した原材料及び食品添加物は

全て表示することが規定されており､食品添加

物の表示が無い場合は｢添加物は使用されてい

ないもの｣と考えられます｡ 

(3)括弧書きの表示はアレルギー物質の表示です｡ 

アレルギー物質を含む食品は消費者の健康危

害の発生を防止する観点からこれらを含むこ

との表示をすることが義務付けられています｡ 

そのなかで発症数や重篤度等から表示が義務

づけられた 7 品目(えび､かに､小麦､そば､卵､

落花生)と、表示を奨励する 20 品目(あわび､

いか､いくら､オレンジ､キウイフルーツ､牛肉

くるみ､さけ､さば､大豆､鶏肉､バナナ､豚肉､桃

まつたけ､やまいも､りんご､ゼラチン､ごま､カ

シューナッツ)があります｡ 

○｢もやし｣の表示について 

(1)｢もやし｣をよく購入する

が､消費期限の表示の無い商

品がある｡ 

 ｢もやし｣は傷みやすい食品

なのに消費期限の表示は必

要ないのか｡ 

 

・通報された方へ次のことを説明しました｡ 

(1)｢もやし｣は生鮮食品です｡ 

食品表示基準で表示が定められているのは｢名

称｣と｢原産地｣です｡ 

消費期限の表示は製造者の任意表示で表示さ

れたものです｡  

(2)｢もやし｣は鮮度が落ちやすい商品なので、購入

後は保存しないで早めの消費するよう心がけ

て下さい｡ 

○｢餅｣のカビについて 

(1)お正月の飾り餅にカビが生

えていても､カビの部分を削

って食べていたが､友人から 

 ｢カビは危ないので食べない

ほうがよい｣と言われた｡ 

 食べないほうがよいのか知

りたい｡ 

・通報された方に次のことを説明しました｡ 

(1)友人の言われるとおり､目に見えるカビは取り

除いても､目に見えないカビが残っている可能

性があります｡ 

又､カビの中にはかび毒を産出するものがある

ので食べない方が安心です｡ 



 


